
この旅行は記載されている条件の他、下記条件及びＳTトラベル（以下「当社」という）「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」

によります。

【１】　旅行のお申込み及び契約の成立

　 （１）　旅行のお申込みは所定の申込フォームよりお申込みください。募集型企画旅行契約は、旅行代金振込み日に成立

　　　　したものとします。

（２）　電話等での予約の申込みの場合は、翌日から7日以内に上記（１）の申込み手続きをお願いいたします。

　　　　この場合もお申込み頂いた時に募集型企画旅行契約が成立したものとします。

【２】　旅行代金のお支払い

　　　　　　お申込みより７日以内に指定口座へお振込みください。※振込手数料はご負担をお願い致します。

【３】　旅行代金に含まれるもの・含まれないもの

（１）　含まれるもの　：　行程表に記載された交通費・宿泊費・食費・消費税等の諸税・主催旅行保険及び旅行取扱料金

（２）　含まれないもの：　旅行中の個人的諸費用（お客様自身の電話代・飲物代・お土産・リフト代等）

【４】　旅行内容の変更・旅行の取消

　 （１）　当社は、天災地変・気象現象等、当社の管理できない事由で旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と

　　　　なるおそれがある場合は、当該旅行の実施を取り止めるか、またはお客様に予め理由を説明して、旅行日程・旅行サー

　　　　ビスの内容その他、募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。

（２）　当社は予め明示した最少募集人数に満たない時は、旅行の実施を取り止めることがあります。この場合、出発日の

　　　　１３日前までにご連絡いたします。参加費は全額返金致します。※申込時の振込手数料は自己負担となります。

【５】　旅行代金の変更

　　　　　　運輸機関等のスケジュール及び運賃・料金が、別に定める基準日以降に改正された場合は、旅行代金及びスケジュール

　　　　　　を変更することがあります。

【６】　取消料金等

　 （１）　お申込みの後、お客様の都合により旅行を取消された場合、及び旅行代金が期日までに入金が無く、当社が参加を

　　　お断りした場合、旅行代金に対し下記の利率で取消料（又は違約料）を頂きます。

（２）　旅行開始後に、お客様の責任ではなく、旅行日程に記載した旅行サービスが受領できなくなった時、当社がその

　　　　事由をご説明、ご案内した時は取消料を支払うことなく該当部分の契約を解除する事ができます。

（３）　旅行開始後に、お客様のご都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合は、その払い戻しは

　　　　いたしません。

【７】　お客様に対する責任及び免責事項

（１）　お客様が旅行中、生命・身体又は荷物に被られた一定の損害については、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）

　　　　の特別補償規定の定める所により、補償及び入院見舞金をお支払い致します。

（２）　お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、補償の責任を負いません。

　 ＊天災地変・戦乱・暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

＊運輸、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

＊官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。

＊自由行動中の事故

＊食中毒

＊盗難

＊運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは

　目的地滞在期間の短縮。

【８】　お客様の責任

　　　　　　　お客様の故意又は過失により当社が損害を被った時は、お客様に対し損害の賠償を申し入れます。

【９】　基準日

　　　この要項に記載した旅行サービスの内容及び旅行条件は、２０２２年４月１日現在で算定しております。

【１０】その他旅行条件の詳しい内容及び旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）については係員にお尋ねください。

旅行申込みの際にご提出頂いた個人情報については、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させて

頂くほか、サービスの手配及び手続きに必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。

ｅ）旅行開始日 ｆ）旅行開始後又は

ａ）１１日前迄 ｂ）１０～８日前 ｃ）７～２日前

旅　行　条　件
（お申込みの際に必ずお読みください）

個人情報の取扱いについて

前日 当日（ｆを除く） 無連絡不参加

取消利率 無料 旅行代金の　　２０％ 旅行代金の　　３０% 旅行代金の　　４０％ 旅行代金の　　５０％ 旅行代金の　　１００％

取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって ｄ）旅行開始日


